
資料８ 

 

 

 

 

第３回子どもの権利部会用 

 

変更点（第２回を反映） 

・施策の方向性の整理（1-1、2-1、2-2） 

・目標２部分の文言整理 

・重点事業記載 

・その他（不登校の整理・意見の反映／子どもの参画／文化芸術体験／教育委員会の事業／4-2 医療児ケア） 

・素案第３案に向けた新規掲載事業追加（案・関係各課調査中） 

 

 

第４章 

子ども・子育て支援施策の取組 
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第１節 施策の体系 

第４章「子ども・子育て支援施策の取組」に掲載する施策の方向性を、三つの基本的な視点と六つの目標

に沿って体系的にまとめます。 

 

基本的視点 基本目標 施策の方向性 

１ 

子どもの育ちを

支えます 

目標１ 
子どもの安全・安心

を守ります 

1-1.子どもの権利を守るための相談及び救済窓口を充実しま

す 

1-2.いじめ・虐待等の防止と早期発見を図ります 

1-3.犯罪等から子どもを守る環境をつくります 

1-4.普及啓発を推進し、子どもの権利がいかされる社会環境

づくりを進めます 

目標２ 

子どものゆたかな体

験と仲間づくりを支

えます 

2-1.子どもの意思を尊重し、社会参加できる機会を提供しま

す 

2-2.子どもの体験活動を応援します 

2-3.子どもの居場所と交流の場を充実します 

２ 

子育て家庭を 

支えます 

目標３ 
子どもを生み育てる

家庭を支援します 

3-1.経済的負担を軽減します 

3-2.母子保健事業を充実します 

3-3.子育てに関する相談・支援、情報提供、学習機会を充実

させ、支援を強めます 

3-4.子育てしやすい職場環境を目指して、情報提供と支援に

取り組みます 

目標４ 

子育ち、子育てに困

難を抱える家庭を支

援します 

4-1.ひとり親家庭を支援します 

4-2.障がいや特別な配慮が必要な子どもと家庭を支援します 

4-3.外国籍の子どもと家庭を支援します 

4-4.家庭での子育ち、子育てが困難な場合にきめ細やかな支

援をします 

３ 

次世代に 

つながる地域の

子育ち、子育て

環境を整えます 

目標５ 
地域の子育ち環境を

整えます 

5-1.子どもが安心して学べる環境をつくります 

5-2.子どもが地域の一員となるための学習と交流の場をつく

ります 

5-3.子育ち、子育てしやすい生活環境等を整備します 

5-4.地域から緑と環境を守ります 

目標６ 
地域の子育て環境を

整えます 

6-1.地域の子育てネットワークを整備します 

6-2.男女がともに子育てと社会参加できる環境をつくり、ワ

ーク・ライフ・バランスの実現を目指します 

6-3.地域の公共施設の活用を進めます 
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第２節 子どもの育ちを支えます（基本的視点１） 

目標１ 子どもの安全・安心を守ります 

 子どもの権利を保障して、育ちを支えるため、「第２次明日の小金井教育プラン」に基づき人権教育を図

っている市内小中学校とも連携しながら、子どもの権利がいかされる社会環境づくりを進め、相談体制を充

実し、子どもにやさしい地域づくりを子どもとともに進めます。 

 

1-1. 子どもの権利を守るための相談及び救済窓口を充実します 

 子どもの権利で一番大切なことは、その命とこころを守ることです。相談・救済窓口を設置し、他機関と

相互連携しながら迅速で適切な救済を図ることは、子どもの権利保障にとって大切なことです。児童虐待や

いじめ、犯罪は、命の危険やその後の心理的な後遺症など様々な権利侵害につながります。子育てが孤立化

する傾向にある中、悩みやつらい気持ちを抱えながら周囲に相談できずにいる子どもの声を社会全体で受け

止める必要があります。子どもの安全・安心を守るため、子どもの声に寄り添った相談・救済窓口を充実し

ます。 

  

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

１ 

子どもオンブズパーソン 
（児童青少年課） 
＜重点事業＞ 

子どもの声を聞き「子どもにと
っていちばんいいこと」を一緒
になって考える場所を設置す
る。 

子どもオンブズパーソン（仮
称）の設置（設置後の実施
状況も含む） 

検討 検討 実施 継続 
 

 

2 

虐待対応事業 
（子育て支援課） 
＜重点事業＞ 

子どもを虐待から守るため、
児童相談所や民生・児童委
員、警察署、その他関係機
関とのネットワークを強化し、
関係改善が必要な親子への
サポートなどを行う。 

養護相談（虐待相談含む）
件数（件） 

615 維持  
 

  

ケース検討会開催回数（回） 73 漸増  
 

  

3 

スクールカウンセラーの
配置 
（指導室） 

悩みなどを気楽に話し、心に
ゆとりを持てるような環境を提
供するために、各小中学校に
スクールカウンセラーを配置す
る。必要に応じ他機関と連携
を図る。 

相談回数(回) 11,228 維持  
 

  

4 

スクールソーシャルワーカ
ーの派遣 
（指導室） 

いじめ、不登校や虐待が疑わ
れる児童・生徒及び問題行
動傾向のある児童・生徒等
への指導充実を図るため、専
門的な資格を持つスクールソ
ーシャルワーカーを派遣し、家
庭や関係機関との連絡調整
を行う。 

相談件数(件) 86 維持  
 

  

訪問回数(回) 737 維持  
 

  

5 

教育相談事業 
（指導室） 

専門相談員による教育相談
を実施し、各校の教育相談
担当教諭や他機関と連携し
ながら、子どもが抱える様々な
問題に対応する。また、子ど
も自身が電話やインターネット
で相談できる体制を作る。 

相談件数(件) 1,390 維持  
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番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

6 
子ども（子育て総合）
相談 
（子育て支援課） 

子どもの相談に応じ、必要に
応じて関係機関と連携し、子
育ちのサポートなどを行う。 

子ども家庭支援センターでの小
学 生 以 上 の 相 談 延 べ 件 数
（件） 

1,507 漸増  
 

  

７ 
思春期相談（児童青
少年課） 

思春期の子どもからの相談に
応じ、関係機関と連携を取り
ながら支援へつなげていく。 

東児童館での思春期相談件
数（件） 

19 維持     

 

1-2. いじめ・虐待等の防止と早期発見を図ります 

いじめや虐待による子どもの権利侵害を防ぐためには、未然の防止と早期の対応が有効です。早期に対応

することで、権利の侵害を最小限に食い止め、子どもを命の危険から守ることができます。そのためには、

問題に遭遇した子どもを早期に発見することが重要ですが、核家族による子育て家庭の密室化やインターネ

ット上でのいじめなど、問題が表面化しづらい実態も増えています。また、児童虐待防止対策の強化を図る

ための法改正が行われ、権利擁護の観点から親権者等による体罰の禁止（令和２年４月１日施行）が規定さ

れました。体罰などによらない子育ての普及啓発などによる未然防止と、早期発見により子どもの命と心を

守ります。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

虐待防止啓発事業 
（子育て支援課） 
＜重点事業＞ 
 

子どもが相談できる窓口を周
知するとともに、虐待防止マ
ニュアルの活用や早期発見に
向けたキャンペーン、虐待を
防ぐために体罰などによらない
子育てなどの相談を行う。ま
た、要保護児童対策地域協
議会への巡回訪問を行う。 

児童虐待防止キャンペーンの実
施 

実施 拡充  
 

  

要保護児童対策地域協議会
への巡回訪問数（機関数） 

45 拡充  
 

  

2 

いじめ等の対策システ
ム 
（指導室） 
 

いじめや虐待、非行など何か
問題に遭遇した子どもを早期
に発見し、保護者を支援しな
がらその原因を取り除き、楽
しく学校に通えるようなシステ
ムを作る。また、いじめ等が起
こらないような教育や環境づく
りを行うために、地域ぐるみの
支援ネットワークで支える。 
 
→不登校は5-1学べる環境
へ 

学校、家庭、地域が連携した
いじめの防止等の活動の実施 

実施 継続     

いじめ等の状況についての実態
調査の実施 

実施 継続     

健全育成推進協議会で子ども
の健全育成についての意見交
換の実施 

実施 継続  
 

  

同（地域福祉課） 民生・児童委員による学校訪
問事業での訪問学校数(校) 

14 維持     

民生・児童委員による情報交
換会回数（回） 

4 維持     

同（子育て支援課） 要保護児童対策地域協議会
での情報交換と支援 

実施 拡充     

３ 

いじめ防止条例の制定 
（指導室） 

いじめの防止、いじめの早期
発見・早期対応のための対
策を総合的に推進するため
の条例を制定する。 

いじめ防止条例の制定 検討 策定 周知 維持 
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1-3. 犯罪等から子どもを守る環境をつくります 

子どもを狙う犯罪は、全国で後を絶ちません。禁止薬物やネットポルノなど、知らないうちに巻き込まれ

る犯罪もあります。子ども自身の危機回避能力を育成するほか、子どもが犯罪に巻き込まれないよう、地域

全体で犯罪の起こりづらい環境をつくります。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

子どもを犯罪から守る防
犯対策 
（地域安全課） 

ボランティアによる市内パトロールな
ど、子どもが安心して過ごせるまち
づくりを行う。学校、保育所や学
童保育所などで防犯対策に努め
る。 

パトロール実施回数（回） 472 維持  
 

  

こがねい安全・安心メール配
信件数（件） 

37 維持  
 

  

同（保育課） 不審者対応訓練実施の保
育園数（園） 

12 漸増   
 

 

同（学務課） 小学校通学路への防犯カメ
ラの設置台数（台） 

43 漸増 
 

   

 
同（児童青少年課） 児童館及び学童保育所にお

いて、所内の研修会を実施 
実施 継続   

 
 

2 

子どもを見守る家（カン
ガルーのポケット） 
（地域安全課、指導
室） 

登下校時の不審者に対する一時
的緊急避難所として「子どもを見
守る家」の設置を促進する。 

登録件数（件） 1,157 維持  
 

  

3 

セーフティー教室 
（指導室） 

薬物、インターネットを利用する際
に起きる被害、加害、不審者対
策等について学び、危険回避・犯
罪防止等の能力を育成する。 

セーフティー教室、薬物乱用
防止教室、情報モラル教育
の実施 

実施 継続  
 

  

 

 

1-4. 普及啓発を推進し、子どもの権利がいかされる社会環境づくりを進めます 

虐待や差別（いじめ）の背景の一つとして子どもの権利への意識の低さが指摘されています。子どもの最

善の利益を守るためには、周りの大人はもちろん、子ども自身が権利主体であることに気付く必要がありま

す。子どもの権利を広く普及させることで、子どもを児童虐待やいじめ等の人権侵害から擁護するとともに、

子ども自身が権利を理解し、他者にも権利があり、互いに尊重しあうことの大切さを伝えていきます。 

子どもの権利についての理解を深めることができるよう、周知や理解促進のための活動に取り組み、子ど

もの権利を大切にする意識の向上を目指します。 

 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

子どもの権利の広報活
動 
（児童青少年課） 
＜重点事業＞ 

ホームページやリーフレット等による
周知・広報を行う。また新たな方
法についても検討する。 

周知・広報の実施 実施 継続  
 

  

2 
子どもの権利の職員へ
の啓発活動 
（児童青少年課） 

手引きや職員研修等による子ども
にかかわる職員への啓発・周知を
行う。 

職員研修の実施 実施 継続     
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３ 

人権教育の推進 
（指導室） 

各小中学校で人権教育教材
（人権教育プログラム等）を活
用し、各教科・総合的な学習の
時間等すべての教育活動におい
て人権教育の推進を図る。各小
中学校から人権教育推進委員を
選出し、市で年３回の研修を行
う。 

小中学校における人権教育
の実施 

実施 継続  

 

  

４ 
子どもの権利の地域に
おける学習支援 
（公民館） 

子どもの人権講座や出前講座な
ど、市民の学習会の支援を行う。 

子どもの人権講座への延参
加者数（人） 

150 維持 
 

   

 

目標２ 子どものゆたかな体験と仲間づくりを支えます  

子どもがそれぞれの個性を伸ばし、自分らしく成長するために、ゆたかな経験や仲間との交流を通して、

自分と相手の個性を相互に尊重することを学ぶ必要があります。行政、家庭、学校、地域が連携しながら、

子どもが様々な機会や社会の一員としての関わりを経験できるよう、取り組みます。 

 

2-1.子どもの意思を尊重し、社会参加できる機会を提供します  
著しい社会変化の中、予測困難な未来を生きる子どもたちに必要なのは、能動的に考え、行動できる原動

力となる自分への信頼です。子どもは自分に関係のある事柄について、参加して自由に意見を表すことがで

きる権利があります。社会の中で自分の意見が尊重され存在が認められることで、積極的に挑戦しようとい

う自信が身につきます。自分で考え、あるいは行動したことが現実に反映された体験は貴重です。子どもの

意見表明の場やボランティア活動を通して、社会参加や意見反映の機会を提供します。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

１ 
児童館における意見
箱の設置 
（児童青少年課） 

子どもの考え方や意見を表明で
きる場を作り、尊重する。児童館
内に意見箱の設置や児童館事
業の実施。意見表明の場として
各学校生徒会による意見交換
会を実施する。 

意見箱への投書数（通） 208 漸増 
 

   

2 
じどうかんフェスティバル 
（児童青少年課） 

子どもの意見を反映した「じど
うかんフェスティバル」の実施 

実施 継続 
 

   

3 

各種計画策定や事業
実施時における子ども
の意見聴取 
（各課） 

各種計画策定や事業実施
時における子どもの意見聴取
実施 

検討 実施 拡充  
 

 

4 
中学校生徒会による意
見交換会 
（指導室） 

 
中学校生徒会による意見交
換会の実施 

実施 継続 
 

   

5 

ボランティア活動への参
加 
（児童青少年課） 

中・高校生ボランティアの参加を得
る。また、ボランティア活動に参加し
やすい環境を整え、子どもの参加
意欲を高める。 

中・高校生ボランティア登録・
参加者数（人） 

747 漸増 
 

   

同（指導室） ボランティアカードの小学校
５・６年生及び中学生への
配布 

実施 継続 
 

   

 
2-2.子どもの体験活動を応援します 

子どもはゆたかな体験や、子ども同士の遊びによって成長していきます。将来、子どもたちが自立し、社
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会の中で自己実現していくためには、子どものころに多種多様な出会いや体験を経験することが大切です。

自然環境に恵まれた地域性を最大限に生かし、自然とのふれあいや共同作業、芸術活動に触れるなどの経験

の中で自立に必要な力を身につけられるよう、子どもの体験活動を支えていきます。 

下記の他に、学校では演劇鑑賞や音楽発表会など様々な事業を実施し、体験活動を推進しています。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

子どもの体験事業 
（公民館） 

「子ども体験講座」「学習体験収
穫」「わんぱく団活動」などを行う。 
※対象学年…講座による 

子ども体験講座延べ参加人
数（人）  

146 維持  
    

  

※対象学年…在学なら可 共働夢農園・親子コース延べ
参加者数（人） 104 維持  

 
維持  

同（生涯学習課） ※対象学年…小学３年生から中
学３年生 

清里山荘自然体験教室参
加人数（人）  61 維持  

 
維持  

同（経済課・農業委
員会） 

※対象学年…小学校による 学童収穫体験事業参加児
童数（人） 

1,713 維持  
 

  

同（児童青少年課） ※対象学年…小学１年生から小
学６年生 

わ ん ぱ く 団活 動 参加 人 数
（人）  

76 維持  
 

  

わんぱく号参加人数（人） 351 維持     

同（図書館） ※対象学年…小学５年生から中
学３年生 

小・中学生の１日図書館員・
職場体験学習者数（人）  

19 維持  
 

  

2 

各種スポーツ事業 
（生涯学習課） 

親や指導員も参加し、子どもとの交
流を図れるよう「少年少女野球教
室」「ジュニアサッカーフェスティバル」
「親子体操教室」などを実施する。
体育協会との連携により、少年少女
スポーツ団体に対し、財政的支援を
行う。 

少年少女野球教室、ジュニア
サッカーフェスティバル、親子体
操教室、水泳教室、なんでも
やってみようスポーツ教室の延
べ参加者数（人） 

458 維持  
 

  

上記以外の新規プログラムの
実施 

検討 検討  
 

  

3 

図書館事業 
（図書館） 

子どもと本を結び付けるために、おは
なし会や各種行事を開催する。（お
はなし会・おたのしみ会・工作会） 

おはなし会参加人数（人） 1,387 維持     

おたのしみ会参加人数
（人） 

255 維持  
 

  

夏休み工作会参加人数
（人） 

18 維持  
 

  

4 

はけの森美術館教育
普及活動 
（コミュニティ文化課） 

はけの森美術館の展覧会の開催に
かかる関連企画及び教育普及活動
としてのワークショップ、鑑賞教室、学
校への出前授業などを通し、子ども
が美術を中心とする芸術活動に出
会い、体験し、ゆたかな感性を育む
ことに努める。 

ワークショップ、鑑賞教室、学
校への出前授業等の延べ実
施回数(回) 

27 維持  
 

  

 

2-3.子どもの居場所と交流の場を充実します 

核家族や地域社会でのふれあいの機会が減少する中で、子どもや子育て家庭の不安や孤立感を軽減するた

め、子どもの生活圏を踏まえた、子ども同士や親子が気兼ねなく集い、つながりあうことのできる場が求め

られています。 

子どもが安心して集い、ゆたかな交流の中で気の合う仲間づくりができるよう、家庭・地域・教育関係者・

行政が協働して進めるための連携の仕組みづくりに取り組み、子どもの居場所と交流の場を充実します。 
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□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

子どもの居場所推進事
業 
（子育て支援課） 
＜重点事業＞ 

すべての子どもや保護者が気軽に立
ち寄れる地域の居場所で、子どもに
対する学習支援や保護者に対する
養育支援、食事提供を通じて、孤
立しない、地域とつながり、地域全
体で家庭を支援する環境を整備す
る。 

子どもの居場所推進事業の
実施（実施後の実施状況も
含む） 

検討 実施 継続  
 

 

2 

児童館事業 
（児童青少年課） 
＜重点事業＞ 

子どもの健全育成として、小学生対
象のグループ活動などのほか、中・高
校生事業、子育て支援、子育てグ
ループの活動支援などについて、開
館時間の延⾧も行い実施する。新
たな児童館の整備を含めた児童館
の在り方を検討する。 

来館者数（人） 98,875 漸増 
 

   

開 館 延 ⾧ 時 の 利 用 者 数
（人） 

18,096 漸増  
 

  

3 
冒険遊び場事業 
（児童青少年課） 

子どもが自由な発想で自由に遊べる
場（プレーパーク）を実施する。 プレーパーク来場者数（人） 19,390 漸増  

 
  

4 

校庭、公園等遊べる場
の整備等 
（環境政策課） 

子どもからお年よりまでの憩いの場・
交流の場、青少年が安心して遊べ
る魅力ある場の確保と環境づくりを
行う。 

公園内の樹木や植栽の管理 実施 継続     

公園内遊具の点検・修理 実施 継続     

同（生涯学習課） 遊び場開放延べ参加者数
（人） 

8,776 漸増  
 

漸増  

登録団体開放延べ参加者
数（人） 

55,294 漸増  
 

  

5 

子どもの公共施設の利
用（公民館） 

公民館、体育館等、子どもだけでも
利用できる公共施設の充実を図る。 子どもの公民館利用の促進 検討 実施 継続  

 
 

同（生涯学習課） 総合体育館・栗山公園健康
運動センターでの中学生以
下の利用者数（人） 

53,531 維持   
 

 

6 

子ども食堂推進事業 
（子育て支援課） 

子ども食堂を運営する団体に対し、
その経費の一部を補助することによ
り、地域の子どもたちに食事及び交
流の場を提供する取組について、安
定的な実施環境を整備し、地域に
根差した活動を支援する。 

補助支給団体数（団体） － 3 漸増  
 

 

7 

中高生の余暇活動支
援 
（児童青少年課） 

中・高生世代の余暇活動をを支援
し、居場所と交流の場を提供する。 

児童館夜間開館事業延べ
参加者数（人） 

1,016 漸増  
 

  

バンド室利用延べ人数
（人） 

446 漸増 
 

   

同（公民館） 若者コーナー延べ参加者数
（人） 

350 維持 
 

   

 

第３節 子育て家庭を支えます（基本的視点２） 

目標３ 子どもを生み育てる家庭を支援します 

3-1.経済的負担を軽減します 
 子どもの貧困問題に対する社会的関心は高まりつつあります。子どもが、生まれ育った家庭の経済状況に

かかわらず、未来への希望を持ち、自立する力を伸ばすことのできる機会と環境を整備することは社会の責

務です。 
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子育て家庭の経済的負担軽減のための各種施策を実施します。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

施設等利用給付の上
乗せ（幼稚園） 
（保育課） 
＜重点事業＞ 
※ 

私立幼稚園等に在籍する子どもの
保護者の負担軽減をさらに図るた
め、幼児教育・保育の無償化に伴う
給付上限額に上乗せして給付を行
う。 

受給者数（人） 18,063 維持  
 

  

受給資格者における受給者
数の割合（％） 

100.0 維持  
 

  

2 

施設等利用給付の上
乗せ（認可外保育施
設） 
（保育課） 
＜重点事業＞ 
※ 

一定の基準を満たす認可外保育施
設に在籍する子どもの保護者の負担
軽減をさらに図るため、幼児教育・保
育の無償化に伴う給付上限額に上
乗せして給付を行う。 

受給者数（人） 2,984 維持  
 

  

受給資格者における受給者
数の割合（％） 

100.0 維持  
 

  

3 
保育所等における副食
費の補助 
（保育課） 

 
   

4 

義務教育就学児医療
費助成制度の拡充 
（子育て支援課） 

病気やけがで健康保険が適用される
医療行為や薬剤提供を市内在住の
小中学生が受けた場合に、自己負
担すべき額から通院一回あたり200
円を控除した額を助成する。 

R1に制度の一部改正（小1-
小3所得制限廃止）を実施し
た。今後の動向について検討
する。 

検討 改正後の検証及び今後に向けた検討 

5 

愛育手当 
（子育て支援課） 
※ 

公的補助のない保育園等類似施設
に在籍している満3歳から満５歳まで
（申請年度の４月１日現在）の
幼児の保護者に手当を支給する。 

受給者数（人） 67 維持  
 

  

6 

小金井市修学援助
（奨学資金） 
（庶務課） 

成績優秀であるにもかかわらず、経
済的理由により修学が困難な高校
生・大学生などに、修学上必要な学
資金を援助する。 

高校生等受給者数（人） 33 維持  
 

  

大学生等受給者数（人） 3 維持     

※番号５については、令和元年度の幼児教育・保育の無償化に伴い、受給資格を整理したため、対象者は平成 30 年度と比

して減する。 

 

3-2.母子保健事業を充実します 

妊娠・出産期、新生児期、乳幼児期、学齢期を通じて、切れ目のない母子保健体制と関係機関コーディネ

ート体制を強化し、安心して生み育てることができる保健環境を整備します。特に、育てにくさを感じる保

護者に対しては丁寧に向き合い、子育てに寄り添う支援の充実を図っていきます。あわせて、次世代の子ど

もの心身の健康を見据えた保健対策に取り組んでいきます。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

母子保健健康相談事
業 
①乳幼児保健相談 
②乳幼児健康相談 
③出張健康相談 
＜重点事業＞ 

育児不安の解消を図るため、保健
師等に気軽に相談できる場を確保
し、育児支援を行う。 

乳幼児健康相談利用者数
(人) 

914 漸増  
 

  

出張健康相談利用者数(人) 1,107 漸増  
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番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

2 

予防接種事業 
（健康課） 

各種予防接種に関する正しい知識
の普及・啓発に努めるとともに、感
染性の病気の発生やまん延を防ぐ
ため、法令に基づき定期予防接種
を行う。 

四種混合接種率(％) 102.2 漸増     

二種混合接種率(％) 65.7 漸増     

 

麻しん風しん（第Ⅰ期）接種
率(％) 

97.8 漸増  
 

  

麻しん風しん（第Ⅱ期）接種
率(％) 

93.5 漸増 
 

   

日本脳炎接種率(％) 108.4 漸増     

不活化ポリオ接種率(％) 0.2 漸増     

ＢＣＧ接種率(％) 100.0 漸増     

ヒブ接種率(％) 102.9 漸増     

小児用肺炎球菌接種率(％) 103.1 漸増     

子宮頸がん接種率(％) 0.4 漸増     

水痘接種率(％) 94.9 漸増     

B型肝炎接種率(％) 103.0 漸増     

おたふくかぜ接種率(％)       

３ 

乳幼児健康診査 
（健康課） 

乳幼児の健康状態の確認、病気の
早期発見、乳幼児の心身の健やか
な成⾧と保護者の育児支援を図る
ため、健康診査（身体計測・医師
の診察・相談等）を行う。また、必要
に応じて経過観察健診などを行う。 

３～４か月児健康診査受診
率(％) 

95.5 漸増 
 

   

6～7か月児健康診査受診率
(％) 

86.6 漸増  
 

  

9～10か月児健康診査受診
率(％) 

86.8 漸増 
 

   

１歳6か月児健康診査受診
率(％) 

97.5 漸増  
 

  

３歳児健康診査受診率(％) 96.5 漸増  
 

  

４ 

乳幼児歯科保健指導 
（健康課） 

乳幼児のむし歯予防や、からだ全体
の健康づくりの一環として、歯科保健
指導、フッ化物の塗布などを行う。 

む し歯予 防 教室 実施 者 数
(人) 

189 漸増  
 

  

歯科健診診査実施者数(人) 876 漸増     

歯科予防処置実施者数(人) 610 維持     

5 

新生児聴覚検査 
（健康課） 
 
 

 

       

6 

両親学級 
（健康課） 

妊娠、出産、育児などに関し、必要
な知識の普及や情報の提供、さらに
親同士の交流や仲間づくりなど支援
を行うため、妊婦とそのパートナーを
対象とした教室・乳幼児と保護者を
対象とした教室を開催する。 

平日コース参加者延べ人数
(人) 

190 維持  
 

  

土曜日コース参加者延べ人数
(人) 

660 維持  
 

  

7 

栄養個別相談・栄養
集団指導 
（健康課） 

離乳食やアレルギー食、食生活等の
子どもの成⾧に関する食の悩みにつ
いて、栄養士との相談の場を提供す
る。また、食に興味を持ち、つくる楽し

栄養個別相談利用者延数: 
（人） 

1,029 維持  
 

  



72 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

さ、食べる楽しさを意識してもらうた
め、親子で作れる料理の紹介をす
る。 

栄養集団指導参加者延数 
（人） 

3,037 維持  
 

  

8 

子どもへの食育の推進 
（健康課） 

子どもの発達段階に応じた食に関す
る情報提供など、地域、学校、子ど
も関係機関、事業者など、幅広い分
野において食育に関する取組を行
う。また、食育推進会議や食育推進
検討委員会を開催し、事業の円滑
な推進を実施する。 

マタニティクッキング参加者数
（人） 

42 維持  
 

  

離乳食教室（2回食及び３
回食）参加者数（人） 

309 維持  
 

  

乳幼児食育メール月１回以
上配信数（人） 

763 維持  
 

  

こ ど も ク ッ キ ン グ 参 加 者 数
（人） 

63 維持  
 

  

栄養講習会（親子クッキング
教室）参加者数（人） 

20 維持  
 

  

同（保育課） 食育計画及び年間行事計画
を作成し、食育事業を実施し
ている保育園数（園） 

20 漸増  
 

  

同（児童青少年課） 食事や栄養をテーマにした子育
て相談会参加人数（人） 

376 維持  
 

  

乳 幼 児 食 事 会 参 加 人 数
（人） 

1,937 維持  
 

  

料理教室参加人数（人） 4,119 維持     

同（指導室） 食育年間指導計画を作成し、
食育を推進している小中学校
数（校） 

14 維持  
 

  

同（学務課） 地場野菜を献立に取り入れた
給食を実施している小中学校
数（校） 

14 維持  
 

  

生徒及び保護者に食育の啓
発 を し て い る 小 中 学 校 数
（校） 

14 維持  
 

  

9 
小児医療の充実 
（健康課） 

小児救急医療を確保し、充実を図
る。また、休日準夜間診療の体制を
維持する。 

365日24時間の小児医療救
急体制の確保 

実施 継続  
 

  

10 

育児に困難を持つ家
庭への支援 
（健康課） 

未熟児、多胎児、病気を持つ子ども
と保護者が、情報や手段が得られる
ことで、育児の困難さを軽減できるよ
うに、家庭訪問などの継続的な個別
相談や親子同士が交流できる場を
提供する。 

未熟児（病児を含む）、多胎
児に対する新生児訪問実数
（件） 

14 維持  
 

  

乳児・幼児に対する保健師訪
問実数（件） 

40 維持  
 

  

個別継続支援実施延べ数
（件） 

448 維持  
 

  

11 

産後ケア事業 
（健康課） 

 

       

12 

子育て中の保護者グ
ループ相談 
（子育て支援課） 
＜重点事業＞ 

育児に強い不安や困難を感じている
保護者を対象に、子育てや自分につ
いての思いを話したり、必要な情報や
支援を見つける場を関係機関と連携
し、提供する。また、育児に関する日
ごろの悩み相談や保護者同士の交
流 を必要とする保護者の継続支援
を行う。 

育児不安親支援事業延べ参
加人数（人） 

15 漸増  
 

  

お母さんグループ延べ参加人
数（人） 

127 漸増  
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番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

13 
薬物乱用防止の普及
啓発 
（健康課） 

地域の関係機関との連携や支援に
より、思春期の子どもに対する啓発を
行う。 

東京都薬物乱用防止小金井
推進協議会が行う啓発事業の
支援 

実施 継続  
 

  

 

3-3.子育てに関する相談・支援、情報提供、学習機会を充実させ、支援を強めます 
子育てについての不安や負担の軽減を図るためには、必要な時に必要な情報が得られることや、気軽に相

談できる環境を整えていくことが必要です。 

子育て関連情報の発信のほか、子育ちや子育てに関する情報交換・相談ができる場や、子育ての仲間づく

りの場の充実により、子どもを生み育てるために必要な精神的負担の軽減に努めます。 

また、本市における子どもの貧困は、必ずしも見えやすい形ばかりではありません。相談しやすい体制や

多層的な居場所づくり、貧困の連鎖を断ち切るための学習支援などで、見えにくい貧困にも寄り添う体制を

整備します。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

子育て情報の提供 
（子育て支援課） 
＜重点事業＞ 

市報、ホームページ、子育てに関する
総合冊子を活用するほか、民間の子
育て支援サイト「のひのびーの!」と
連携し、子育て情報の提供を行う。 

市報、ホームページ、子育てに
関する総合冊子を活用した情
報提供 

実施 継続     

子育て支援サイト「のひのびー
の!」との連携 

実施 継続     

2 

子育て総合相談 
（子育て支援課） 
＜重点事業＞ 

子ども家庭支援センターを窓口とし
た、子どもや子育てに関する総合相
談、情報提供。関係機関と連携し、
他の支援機関や 子育て支援ネット
ワークづくりに繋げる。 

相談件数（件） 3,087 漸増     

3 

育児支援ヘルパー事
業 
（子育て支援課） 

産前・産後の妊産婦を介助する方が
いない家庭を対象に、ヘルパーを派
遣し、母体保護及び子育ての負担
軽減を図る。 

育児支援ヘルパー派遣件数
（件） 34 漸増     

育児支援ヘルパー派遣時間数
（時間） 522.5 漸増     

４ 

子育て施設の地域支
援事業 
（保育課） 

保育所での電話相談や園庭開放、
園行事への参加など地域の子育て
支援を行う。また、学童保育所では
空き時間を利用して子育てひろば事
業を実施する。 

相談園数（園） 36 漸増     

園庭開放実施保育園数(園) 10 維持     

同（児童青少年課） 子育てひろば事業（学童ひろ
ば）の実施 

実施 継続     

5 

保育園での使用済紙
おむつ回収事業 
（保育課） 

 

       

6 

民生委員・児童委員
の活動 
（地域福祉課） 

子どもや妊産婦、ひとり親家庭などの
総合相談、利用できる制度や施設、
サービスの紹介。判断、治療､処遇を
必要とする問題については、関係機
関との連携を図りながら速やかな対
応を行う。 

子ども関係相談・支援件数
（件） 

760 維持   
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番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

7 
子育ての仲間づくり事
業 
（児童青少年課） 

孤立化を防ぎ、仲間づくりを促進する
ため、親子のふれあい、親同士、子ど
も同士の交流を促進する。 

幼児グループの実施 実施 継続    
 

8 

子育て講座の開催 
（生涯学習課） 

妊娠、出産から思春期の家庭教育
まで、ライフステージに応じた子育てな
どに関する知識の普及や情報提供、
保護者同士の交流や仲間づくりなど
を行う。 

思春期子育て講座の実施 実施 継続     

家庭教育学級の実施 実施 継続     

 

3-4.子育てしやすい職場環境を目指して、情報提供と支援に取り組みます 

子育てしやすい職場環境を目指し、求人・就労に関する情報提供や再就職支援に取り組みます。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

雇用・再就職にかかわ
る支援事業の広報 
（経済課） 

子育てをしながら早期の就職を希望
する方に、関係機関と連携し、パンフ
レット等を配布する。また、「こがねい
仕事ネット」を通じ市内外の求人と就
労に関する情報提供をする。 

関係機関のパンフレット等の配
布 実施 継続  

 
  

「こがねい仕事ネット」を通じて
の求人と就労に関する情報提
供 

実施 継続  
 

  

2 
再就職の支援 
（経済課） 

関係機関と連携し、就職相談会・面
接会を実施するとともに、パンフレット
等各種労働情報の提供を行う。 

就職相談会・面接会参加者
数(人(延べ)) 

64 漸増  
 

  

 

目標４ 子育ち、子育てに困難を抱える家庭を支援します 

4-1.ひとり親家庭を支援します 
 子育て、家事、仕事等の生活全般で様々な困難を抱えているひとり親家庭に対して、相談や生活支援等の

きめ細やかな取組みを実施し、ひとり親家庭の生活の安定と子どもの健やかな成長を支援します。 

ひとり親家庭ならではの不安に対しては、3-3 において、親子の居場所づくりの観点からも支援します。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

ひとり親家庭へのホーム
ヘルプサービス派遣 
（子育て支援課） 
＜重点事業＞ 

義務教育修了前の子どもがいるひと
り親家庭で、家事または育児などの
日常生活に支障がある場合、ホーム
ヘルパーを派遣する。 

周知や広報等の実施 実施 継続 拡充    

利用世帯数（世帯） 5 漸増     

2 
ひとり親家庭の相談事
業 
（子育て支援課） 

母子・父子自立支援員を配置し、
経済上や生活一般に関する相談や
自立に必要な指導を行う。 

相談件数（件） 5,425 維持  
 

  

3 

母子生活支援施設へ
の入所支援 
（子育て支援課） 

児童（18歳未満）の養育が十分
にできない母子家庭に対し、経済的
事情にかかわらず、母子生活支援施
設への入所支援を行う。 

必要とする世帯が利用できる
相談支援体制の維持 

実施 継続  
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番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

4 

ひとり親家庭を対象とし
た自立支援給付金支
給事業 
（子育て支援課） 

ひとり親家庭の母又は父が就職する
際に有利な資格の取得を推進する
ため、給付金を支給し経済的負担の
軽減を図る。 

母子及び父子家庭自立支援
教育訓練給付金支給件数
（件） 

3 維持  
 

  

母子及び父子家庭高等職業
訓練給付金支給件数（件） 

3 維持  
 

  

高等学校卒業程度試験合格
支給給付金支給件数（件） 

0 漸増  
 

  

 

4-2.障がいや特別な配慮が必要な子どもと家庭を支援します 

障がいや特別な配慮が必要な子どもの保育や教育ニーズに応えるためには、きめ細かな配慮と十分な支援

体制が必要となります。 

保育所や学童保育所において、受け入れ体制の充実に努めます。また、一人ひとりの子どもの特徴に沿っ

た発達を支援するために、子どもの障がいや特別ニーズの早期発見・早期対応、児童発達支援センターにお

ける事業実施、特別支援教育の環境整備などに取り組みます。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

認可保育所での障が
い児保育 
（保育課） 
＜重点事業＞ 

公立保育所および民間保育所の全
園で受け入れ可能な障がい児の保
育を行う。 

公立保育園の障がい児入所
人数（人） 

13 漸増     

民間保育園の障がい児入所
人数（人） 

28 漸増     

2 

学童保育所での障が
い児保育 
（児童青少年課） 
＜重点事業＞ 

学童保育所全所で障がい児の保育
を行う。 希望人数に対する受入者数の

割合（％） 
100.0 維持     

3 

障がい児の緊急・一時
預かり 
（保育課） 
＜重点事業＞ 

保護者の病気などで障がいのある子
どもの一時的な預かりを必要とした場
合、保育所や障がい者の施設で一
時的に預かりを行う。 

保育所での障がい児の緊急・
一時預かりの実施 

検討 検討     

同（自立生活支援
課） 

都型短期入所利用者数(障が
い児のみ)(人) 

34 維持     

短期入所事業利用者数(人) 23 維持     

日中一時支援事業利用者数
(人) 

11 維持     

4 

障がいの早期発見(乳
幼児健康診査) 
（健康課） 

各種の乳幼児健康診査や保健相
談等の中で障がいを早期発見し、そ
の障がいにあった適切な支援を行う。 

経過観察健康診査延べ人数
(人) 

67 維持     

発達健康診査延べ人数(人) 19 維持     

心理経過観察健康診査 
延べ人数(人) 

322 維持     

5 

児童育成手当（障
害） 
（子育て支援課） 

障がいのある20歳未満の子どものい
る保護者などに手当を支給する。 

障害手当対象児童数(人) 44 維持     

障害・育成手当対象児童数
(人) 

10 維持     

6 
小中学校特別支援学
級 
（指導室） 

知的障がいや情緒障がい等、難聴・
言語障がいのある子どものため、特別
支援教育の環境整備を行う。 

個々の障がいに応じた指導の
実施のため 個別指導計画を
作成した割合(％) 

100 維持    
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番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

7 

児童発達支援センター
事業 
（自立生活支援課） 

心身の発達に特別な配慮が必要な子
どもとその家族に対して、ひとりひとりの
子どもの特徴に沿った発達を支援する
ため、児童発達支援センター「きらり」
で必要な相談、指導及び訓練等を実
施する。また、子育て関係機関への巡
回指導を検討する。 

相談支援事業相談件数(件) 207 維持     

親子通園事業利用者数(人) 36 維持     

外来訓練事業利用者数(人) 128 維持     

子育て関係機関への巡回指導
の実施 

検討 試行 
 

実施 継続 
 

8 

放課後デイサービス

事業 

（自立生活支援課） 

 

       

9 

医療的ケア児の支援

に向けた連携体制の

構築 

（自立生活支援課） 

医療的ケア児とその家族を地域で支
えられるようにするため、保健、医療、
福祉、教育等の医療的ケア児支援
に関わる行政機関や事業所等の担
当者が一堂に会し、地域の課題や
対応策について継続的に意見交換
や情報共有を図る協議の場を設け
連携体制の構築を図る。 

医療的ケア児支援事業の実施 検討 試行 
 

実施 継続 
 

 

4-3.外国籍の子どもと家庭を支援します 

外国籍の子どもが、日常生活や学習を円滑に営めるように日本語指導補助員を派遣するとともに、外国籍

の家庭に対しての支援を行います。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

各国の言語による情報
提供 
（広報秘書課） 

外国語によるガイドブック、ハンドブック
等の作成や生活に関する情報の提
供を行う。市や教育委員会などのホ
ームページでも提供する。 

「外国人ガイドブック」配布部数
(部) 

750 維持  
 

  

同（学務課） 編入学等について市ホームペー
ジ翻訳機能により外国語で情
報提供 

実施 継続  
 

  

同（ごみ対策課） ごみ・リサイクルカレンダーに外国
語説明を掲載 

実施 継続  
 

  

２ 

外国につながる幼児の
教育・保育施設等利
用支援 
（保育課） 

外国につながる幼児が円滑に教育・
保育施設等を利用できるよう、保護
者及び教育・保育施設等に対し必
要な支援を行う。 

       

3 

日本語指導補助員の
派遣業務 
（指導室） 

外国籍の児童・生徒に対して、日常
生活および学習指導を円滑に営める
ように日本語指導補助員を派遣す
る。 

利用者数（人） 18 維持  
 

  

4 
外国人相談 
（広報秘書課） 

市内に住む外国人の相談や情報提
供に関し、外国語を話せる相談員を
配置する。 

相談件数（件） 0 漸増  
 

  

 

4-4.家庭での子育ち、子育てが困難な場合にきめ細やかな支援をします 

家庭での子育ち、子育てが困難な子どもが、適切な環境で育ち自立していけるように、きめ細やかな支援
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を実施します。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

見守りサポート事業
（子育て支援課） 

児童相談所と連携し、軽度の児童
虐待が認められるが在宅での指導が
適切と判断される家庭及び児童相
談所が一時保護又は施設措置など
を行った児童が家庭復帰した後の家
庭への適切な支援を行う。 

見守りサポート事業の実施 実施 継続  

 

  

2 

里親制度の紹介と周
知 
（子育て支援課） 

保護者がいないか、保護者がいても
養育できない子どもを家庭的雰囲気
の中で育てる制度。制度の周知を図
る。 

養育家庭体験発表会参加者
数（人） 

36 漸増  
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第４節 次世代に繋がる地域の子育ち、子育て環境を整えます（基本的視点３） 

目標５ 地域の子育ち環境を整えます 

5-1.子どもが安心して学べる環境をつくります 
すべての子どもが生きる力を育み、可能性や個性を伸ばせるように、子どもの悩みや問題などに対しての

支援を行い、すべての子どもが安心して学べる環境を整備します。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

適応指導教室運営事
業（もくせい教室） 
（指導室） 

不登校児童・生徒それぞれの状況に
応じた支援を行うことで心の居場所と
し、自分らしい自分を発見し、社会
的に自立していくことを目指す。 

入所人数(人) 40 維持  
 

  

2 

学校図書館活動 
（指導室） 

小中学校図書館に学校図書館補
助員を配置し、図書の整理、貸し出
し、検索照会サービス、読書指導な
どを行うことにより学校図書館活動の
充実を図る。 

貸出数（冊） 
小学校 186,023 維持  

 
  

中学校 16,482 維持  
 

  

同（図書館） 学級文庫貸出団体数（団
体） 

103 維持  
 

  

調べ学習貸出団体数（団
体） 

1 漸増  
 

  

3 

国際性を育む教育 
（指導室） 

外国人英語指導助手の導入による
外国語教育、外国文化との交流、
国際理解教育を行う。 実施時間数（1

学 級 あ た り 概
算）(時間) 

小学校 18 継続     

中学校 180 継続     

特 別 支 援
学級 

6 継続  
 

  

4 

教育用ICT機器導入
事業 
（指導室） 

児童・生徒3人につき1台を目標に
小中学校へタブレット端末の導入、
セキュリティレベルの高いネットワーク
環境の構築を図る。 

       

5 

特別支援教育 
（指導室） 

発達障がいがあり、集団生活に適応
しにくい子どもが、在籍校や特別支援
学級で適切な指導を受けることで、
周りの子どもたちとの良好な関係が築
けるよう支援する。 

特別支援教育研修会実施回
数(回) 

7 維持  
 

  

特別支援学級推進委員会実
施回数(回) 

8 維持  
 

  

6 

子どもの学習支援事業 
（地域福祉課） 

生活保護受給世帯を含む生活困
窮世帯において、家庭状況等により
支援が必要な子どもに対し、家庭訪
問による学習支援を行う。 

実施人数（人） 9 漸増  

 

  

 

5-2.子どもが地域の一員となるための学習と交流の場をつくります 

子どもたちに生きる力を育んでいくためには、地域社会の中で大人や様々な年齢の人たちと交流し、様々

な生活体験、社会体験、自然体験を豊富に積み重ねることが大切です。 

そのために、異年齢交流、市民まつり、子ども週間行事などを通じて、地域社会における学習と交流を推

進します。 

 

□事業の取組内容・目標 
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番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

１ 

異年齢交流 
（保育課） 

小・中・高校生が乳幼児とのふれあ
いを通じて、社会体験学習と育児感
覚を身につけたり、子どもが地域の
親、高齢者と交流できる場を設け
る。 

職場体験受入園数（園） 16 漸増  
 

  

ボランティア受入園数（園） 15 漸増     

世代交流イベント実施園数
（園） 

12 漸増  
 

  

同（児童青少年課） 乳幼児とのふれあい事業での
保 育 ボ ラン テ ィ ア 参 加 者 数
（人） 

19 維持  
 

  

小・中・高校生世代と赤ちゃん
の異世代交流事業、赤ちゃん
と遊ぼう、 乳幼児のつどい等の
延べ参加者数（人） 

19 維持  
 

  

２ 

子ども週間行事、市民
まつりの促進 
（児童青少年課） 

市民まつりや子ども週間行事を通じ
て、地域住民や各種団体の協力を
得ながら、子どもに健全な遊び場を
設け、子どもの創意工夫による活動
を実施する。 

子 ど も 週 間 行 事 参 加 者 数
（人） 

2,917 維持  
 

  

市民まつり参加者数（人） 2,882 維持     

３ 

各種催し物における、
中高生ボランティアの受
入 
（児童青少年課） 

市民まつりや子ども週間行事などで
中高生ボランティアの受入を実施す
る。 

子 ど も 週 間 行 事 受 入 者 数
（人） 

177 維持     

市民まつり受入者数（人） 42 維持     

4 
地域諸団体への活動
支援 
（児童青少年課） 

青少年健全育成地区委員会や子ど
も会などの地域諸団体に対し、活動
支援を行う。 

補助金交付事業実施団体数
（団体） 

7 維持  
 

  

 

5-3.子育ち、子育てしやすい生活環境等を整備します 

子どもがのびのびと遊び、子どもを連れた大人が安心して出歩くことができるように、公共施設や遊び場、

道路環境の整備に努めます。また、子どもにやさしいまちは、誰もが安心してゆたかに暮らすことのできる

まちであるとの理念に基づき、「ユニバーサルデザインのまちづくり」を進め、貴重な自然環境を次世代の

子どもに引き継ぐための取組みを進めていきます。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

ユニバーサルデザインの
まちづくり 
（交通対策課） 

ベビーカーや車イスがゆったりと通るこ
とができ、子どもが安全、快適に生活
できるまちづくりを行うことによって、誰
もがゆたかに暮らし「心のバリアフリー」
が実現できるまちづくりを行う。 

放 置 自 転 車 の 撤 去 台 数
（台） 

2,376 漸減  
 

  

同（自立生活支援
課） 

障害特性の理解促進研修参
加者数（人） 

9 漸増  
 

  

同（ごみ対策課） 路上喫煙マナーアップキャンペー
ン実施回数（回） 

12 維持  
 

  

同（まちづくり推進
課） 

特定事業計画の進捗状況の
確認 

実施 継続  
 

  

2 

子どもにやさしい自然
環境の整備 
（環境政策課） 

国分寺崖線（はけ）のみどりや湧水
などの自然環境の保全のため、意識
啓発を図るとともに、みどりを増やし、
みどりゆたかで快適なまちづくりを行
う。 

国分寺崖線（はけ）のみどり
や湧水などの自然環境の保全
活動 

実施 継続  
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番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

3 
幹線道路の整備 
（都市計画課） 

すべての人々が安全で快適な生活
が営めるように、歩道空間や道路の
整備を行う。 

市内都市計画道路整備率
（％） 

47.7 漸増   
 

 

4 

子どもが通る道の安全
確保 
（交通対策課） 

子どもが安全に過ごせるよう、学区域
にとらわれず、通学路周辺の安全確
保を行う。 

市内小学校の通学路点検 実施 継続  
 

  

同（保育課） 幼稚園、保育所等の散歩コースの
点検を行う。        

5 

交通安全教育の推進 
（交通対策課） 

交通ルールの遵守と正しい交通マナ
ーの実践を推進し、交通事故防止を
図る。 

交通ルールの広報の実施 実施 継続  
 

維持  

自転車交通安全教育の実施 実施 継続  
 

  

同（指導室） 全小学校で交通安全教育を
実施 

実施 継続  
 

維持  

 

5-4.地域から緑と環境を守ります 
子どもだけではなく、誰もが安心してゆたかに暮らすことのできるよう、環境意識の向上や３Ｒ（Reduce

発生抑制、Reuse 再使用、Recycle 再生利用）の推進を通じて、緑と環境を次世代に引き継いでいきます。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 
環境問題の意識向上
や環境学習 
（環境政策課） 

普及啓発事業として環境フォーラム
や環境施設見学会等、さまざまな環
境イベントを開催する。 

環境イベントの実施 実施 継続  
 

  

2 

発生抑制を最優先とし
た３Ｒ（発生抑制、
再使用、再生利用）
の推進に向けた啓発事
業 
（ごみ対策課） 

３Ｒ推進に向けた広報媒体の作
成、ごみ減量啓発キャンペーン及び
出張講座などを行う。 

ごみ減量キャンペーン実施回数
（回） 

5 維持  
 

  

小中学校、保育園等への出張
講座の実施 

実施 継続  
 

  

 

目標６ 地域の子育て環境を整えます 

6-1.地域の子育てネットワークを整備します 
共働き世代の増加、核家族化、都市化などにより、地域社会意識も希薄化し、子どもを取り巻く環境は大

きく変貌しました。一方、防犯や災害時の地域協力体制など、顔の見える地域づくりの重要性が見直されて

います。5-2 では、子どもも地域の一員として参加する取り組みを進め、本項目でも地域の一員として尊

重され、役割を果たすコミュニティを目指し、地域の子育てネットワークづくりに取り組み、安心して子育

てができる、子どもが安心して過ごせる地域環境を整備します。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 
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番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

子育て支援ネットワーク
（子育て支援課） 
＜重点事業＞ 

保育所、幼稚園、子育てサークル、
ＮＰＯなどの子育て支援団体との協
働によるネットワークをつくり、相互援
助と情報発信を行う。 

子育て・子育ち支援ネットワ
ー ク協議会 参加 団体数
（団体） 

68 漸増  
 

  

2 
子育てグループへの活
動支援 
（子育て支援課） 

市内の自主的な子育てグループなど
のネットワーク化を図りながら、活動へ
の支援を行う。 

支援した自主グループ数と
参加者数（団体数/人） 

２団体
197 

維持  
 

  

3 

ボランティアセミナー 
（生涯学習課） 

国分寺市、小平市、小金井市、東
京学芸大学とが連携し地域や学校
等で活躍するボランティアを養成する
講座。ボランティア活動スタートへのサ
ポート、スキルアップを目指す。 

ボランティアを養成する講座
の延べ参加者数（人） 

804 維持  
 

  

 

6-2.男女がともに子育てと社会参加できる環境をつくり、ワーク･ライフ･バランスの実現を

目指します 
性別に関わらず誰もが個性と能力をさまざまな分野で発揮し、仕事や家庭生活、地域活動を含む社会生活

を営むことが求められています。 

全ての人が平等であるという意識醸成を図り、働き方や家庭・地域での役割を含めたワーク・ライフ・バ

ランスの実現を目指します。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

人権尊重、男女平等
の啓発、普及 
（企画政策課） 

人権尊重と男女平等の意識づくりの
啓発、普及を行い、情報収集や相
談およびDV等被害者支援などを行
う。 

こ が ね い パ レ ッ ト 参 加 者 数
（人） 

70 維持  
 

  

男女共同参画シンポジウム参
加者数（人） 

70 維持  
 

  

女性総合相談の相談者数
（人） 

136 維持  
 

  

再就職支援講座参加者数
（人） 

28 維持  
 

  

 

6-3.地域の公共施設の活用を進めます 

子どもや子育て中の親だけではなく、誰もがゆたかに暮らすことのできる地域社会を実現していくため、

地域の公共施設の活用を推進します。 

 

□事業の取組内容・目標 

番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

1 

子育てに配慮した公共
施設の改善 
（子育て支援課） 
＜重点事業＞ 

子連れで外出しやすいよう公共施設
の環境を整備する。市の施設につい
ては、おむつ替え、授乳スペースを設
置する等、子育てに配慮する。 

赤ちゃん休憩室事業の実施 実施 継続  
 

  

移動式赤ちゃん休憩室貸出件
数(件) 

９ 漸増  
 

  

2 
小中学校のスポーツ開
放 

地域住民のスポーツ、レクリエーション
の場として、小中学校の体育施設を

ス ポ ー ツ 開 放 校 利 用 者 数
（人） 

3,393 維持  
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番
号 

事業名称 
（担当課） 

事業の内容 参考指標 
実績 計画（年度） 

H30 R2 R3 R4 R5 R6 

（生涯学習課） 開放し、市民の健康増進を図る。 １中 クラブ ハウ ス利用 者 数
（人） 

9,273 維持    
 

南中テニスコート夜間開放利
用者数（人） 

152 維持  
 

漸増  

 

※  「事業名称（担当課）」に「＜重点事業＞」の記載のある事業を中心に、計画の点検・評価を行います。 

※  「計画（年度）」は、「参考指標」の各年度における計画を記載しています（「検討」（実施に向けての検討を行う）、「試行」（実施に向けての試行

を行う）、「実施」（実施する）、「継続」（継続して実施する）、「拡充」（拡充して実施する）、「維持」（数値を同程度に維持する）、「漸増」（数

値を徐々に増やす）、「漸減」（数値を徐々に減らす））。 

 
 
 
 

※ 第４章掲載事業確定後、「子どもの権利に関する条例関係事業一覧」

及び「子どもの貧困対策関係事業一覧」を掲載予定 
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のびゆくこどもプランの成果指標 
 本計画においては、市民に沿った成果を把握するため、計画全体及び基本目標ごとに成果指標を設定し、

計画の達成状況の点検・評価に活用します。 

 

項目 成果指標 現状値 目標値 

計画全体 

市の子育て環境や支援に満足している
人の割合 

未就学保護者 29.7％ 
小学生保護者 34.9％ 

（H30 年度調査） 

未就学保護者 50％以上 
小学生保護者 50％以上 

（R5 年度調査） 
自分のことが好きだと思う子どもの割
合 

－ 
70％以上 

（R5 年度調査） 

基本目標１ 
子どもの最善の
利益を支えます 

いじめなどの不安や悩みを相談できる
人や場所がある子どもの割合 

－ 
90％以上 

（R5 年度調査） 

子どもの権利が守られていると思う人
の割合 

－ 
保護者 65％以上 
子ども 65％以上 
（R5 年度調査） 

基本目標２ 
子どもの豊かな
体験と仲間づく
りを支えます 

子どもが自然、社会、文化などのさまざ
まな体験をしやすいと思う人の割合 

－ 
保護者 65％以上 
子ども 65％以上 
（R5 年度調査） 

ほっとする居場所がある子どもの割合 
中高生 78.7％ 

（H30 年度調査） 
中高生 90％以上 
（R5 年度調査） 

基本目標３ 
子どもを生み育
てる家庭を支援
します 

子育て・教育にかかる費用負担に不安の
ある人の割合 

未就学保護者 25.7％ 
小学生保護者 30.9％ 
中高生保護者 43.1％ 

（H30 年度調査） 

未就学保護者 20％以下 
小学生保護者 25％以下 
中高生保護者 40％以下 

（R5 年度調査） 

妊娠、出産、子育ての不安や悩みを相談
できる人や場所がある人の割合 

－ 
保護者 98％以上 
（R5 年度調査） 

基本目標４ 
子育ち、子育てに
困難を抱える家
庭を支援します 

今後の生活に不安のあるひとり親家庭
の割合 

－ 
80％以下 

（R5 年度調査） 

障がいや特別な配慮が必要な子どもの
いる家庭にとって暮らしやすいとまち
であると思う割合 

－ 
60％以上 

（R5 年度調査） 

基本目標５ 
地域の子育ち環
境を整えます 

子どもが安心して学べる環境が整備さ
れていると思う人の割合 

 
保護者 80％以上 
子ども 80％以上 
（R5 年度調査） 

子どもがのひのびと遊べる環境が整備
されていると思う人の割合 

－ 
保護者 60％以上 
子ども 60％以上 
（R5 年度調査） 

基本目標６ 
地域の子育て環
境を整えます 

地域での子育て支援活動が充実してい
ると思う人の割合 

－ 
保護者 60％以上 
（R5 年度調査） 

子連れで外出しやすいと思う人の割合 － 
未就学保護者 60％以上 
小学生保護者 80％以上 

（R5 年度調査） 

 

 


